
答 

１ 収支相償の計算においては、公益目的事業に係る収入と公益目的事業に要

する費用を比較することになりますが、本基準に基づいて単年度で必ず収支

が均衡することまで求めることはしません。仮にある事業年度において収入

が費用を上回る場合であっても、公益目的事業拡充等に充てるための特定費

用準備資金として計画的に積み立てること等で、中長期的には収支が均衡す

ることが確認されれば、収支相償の基準は充たすものとされます。（FAQ 問 V

－２－③参照）。 

  

 ２(1) 収支相償は二段階で判断され、まず、第一段階として各事業単位で収支

を見ることになります（FAQ 問 V－２－④参照）。第一段階において収入が

費用を上回る場合には、その額はその事業の発展や受益者の範囲の拡充に

充てられるべきものであり、当該事業に係る特定費用準備資金として計画

的に積み立てることによって、収支相償の基準を充たすものとなります（ガ

イドラインⅠ－5.(1)①参照）。 

 

(2) 当該事業に係る特定費用準備資金を積み立てた上でも、予想外の事情の

変化等によって剰余金が生じる場合もあり得ます。このような場合でも、

この剰余金が連年にわたって発生し続けるものではなく、当該事業を通じ

て短期的に解消される見込みのあるものであれば、収支相償の基準を充た

すものとして弾力的に取扱うこともあり得ます（ガイドラインⅠ－5.(4)②

参照）。 

 

(3) 具体的には、剰余金が生じた理由及び当該剰余金を短期的に解消する具

体的な計画について説明していただくことが必要です。この場合の短期的

とは原則として翌事業年度ですが、その次の事業年度までかけて解消せざ

るを得ない場合には、その計画を説明していただくことで収支相償の基準

を充たすものとして取扱うこともあり得ます。また、この剰余金は当該事

業において用いられるべきものですので、翌事業年度の収支相償の計算で

は前事業年度の剰余金の額を当該事業に係る収入の額に加算していただ

くことになります。 

 

３(1) 第二段階では、第一段階の収支相償を充たす各公益目的事業に加え、必
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ずしも特定の事業に係る収支には含まれないものの、なお法人の公益活動

に属する収支も加味し、法人の公益活動全体の収支を見ることになります。

その際、収益事業等からの利益の 50%超を公益目的事業財産に繰入れる場

合には、仮に収入が費用を上回っている場合であっても、特定費用準備資

金への積立て等を加えた公益目的事業に関する全ての資金収支では不足

分が生じていることが前提となっていますので、剰余金が生じることはあ

りません（FAQ問Ｖ－２－②参照）。 

 

(2) 第二段階において収益事業等の利益の 50%を公益目的事業財産に繰入れ

る場合において、収入が費用を上回る場合には、その額は公益活動全体の

拡大・発展に充てられるべきものですので、公益目的事業に係る特定費用

準備資金として計画的に積み立てていただくことになります。ここで剰余

が生じる場合において、公益目的保有財産となる実物資産の取得又は改良

に充てるための資金（資産取得資金）への積立てを行うか、当期の公益目

的保有財産の取得に充てたりする場合には、収支相償の基準を充たすもの

として扱います。このような状況にない場合には、翌事業年度に事業の拡

大等により同額程度の損失となるように、剰余金の具体的な処理方法を説

明していただくことになります（ガイドラインⅠ－5.(4)①）。 

（注）第二段階において生じる剰余金には、第一段階で生じた剰余金があればその分も含

まれていますので、第二段階における剰余金の処理の説明にあたり、この相当額につ

いては「当該金額については第一段階の説明のとおり」としていただくことで足りま

す。 

 

４ 遊休財産額の保有の制限との関係では、収入が費用を上回った場合でも、上

回る額を公益目的保有財産の取得、特定費用準備資金や資産取得資金への積

立てのように使途が定まった控除対象財産（公益法人認定法施行規則第 22条

第 3項）として整理している限りは遊休財産に該当しません。したがって、こ

れらに該当しない剰余金の額は、遊休財産額の計算において控除の対象とは

なりません。 

 

 

  



参考   剰余金が発生した場合に必要な措置 

 

 特定費用準備資金を積み立てられない場合または特定費用準備資金を積み

立てても剰余金が生じた場合には、次のいずれかの対応を取っていただく必要

があります。 

 

（１） 公益目的保有財産に係る資産取得資金への繰入れ 

    資産取得資金は、資金の目的である財産の取得又は改良が具体的に見

込まれること、資金ごとに他の資金と区分して管理されていること、算

定の根拠が公表されていることといった要件を充たす必要があります

（公益法人認定法施行規則第 18条第３項から第５項まで及び第 22条第

４項）。 

    なお、資金の目的である財産は、公益目的保有財産に限られます。 

 

（２） 当期の公益目的保有財産の取得 

    取得する資産が金融資産の場合には、将来の公益目的事業を実施する

ために、当該公益目的保有財産を取得する必要性・合理性がある場合に

限られます。 

    過去に取り崩した公益目的保有財産への充当というだけでは、必要性

があるとは認められません。 

 

（３） 翌事業年度における剰余金の解消についての説明 

   原則として、翌事業年度において、事業の拡大や、対価の引下げを行う

ことにより剰余金と同程度の損失を出すことについて、具体的にご説明い

ただく必要があります。 

   なお、事業の性質上、翌事業年度においては必ず剰余金と同程度の損失

が生じることについて、具体的に説明できる場合には、そのような説明で

も構いません。 

 

（４）その他、個別の事情についての説明 

（１）から（３）のほか、事業の性質上特に必要のある場合には、個別の

事情についてご説明いただくことも可能です（ガイドラインⅠ－5.(4)①、

②）。 

   ただし、基本的に、過去に生じた赤字の補填、借入金の返済等については、

剰余金の解消方策として認められません。 
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